
　労働時間に関する法規定として労

働基準法（以下「労基法」）があります

が、実は労基法では労働時間の考え

方について明確にされておらず、以

下のような内容となっています。

　

　労基法を補うかたちで労働時間

の概念に関する判例（三菱重工業長

崎造船所事件）があり、この判例で

は、労基法上の労働時間とは「労働

者が使用者の指揮命令下に置かれ

ている時間をいい、労働基準法上の

労働時間に該当するか否かは、労働

者の行為が使用者の指揮命令下に

置かれたものと評価することがで

きるか否かにより客観的に定まる

ものであって、労働契約、就業規則、

労働協約等の定めのいかんにより

決定されるべきものではない」とし

て、解釈の明確な基準を示しており

ます。労働時間に該当するか否かは

実態で判断されますが、労働時間の

取扱いについて、一般的には図表１

のように区分されます。

　2017年1月に「労働時間の適正な

把握のための使用者向けのガイド

ライン」が策定され、使用者の講ず

べき措置が示されました。

（1）始業・終業時刻の確認・記録
　使用者には労働時間を適正に把

握する責務があることから、労働時

間を適正に把握するため、労働者の

労働日ごとの始業・終業時刻を確認

し、適正に記録することを求めてお

り、1日何時間働いたかを把握する

のでは不十分であるとしています。

（2）始業・終業時刻の確認および記
録の原則的な方法

　本ガイドラインでは、原則的な記

録方法として以下の2つを示して

います。

1 使用者または労働時間管理を行

う者が、みずから現認すること

により確認すること

2 タイムカード、ＩＣカード、パソ

コンの使用時間の記録等の客観

的な記録を基礎として確認し、

適正に記録すること

　使用者みずからの現認またはタ

イムカード等の客観的な記録に基

づく方法を原則としながら、例外的

な方法として、労働者による「自己

申告制」を認めています。ただし、自

己申告制を採用する際には、自己申

告により把握した労働時間と、入退

場記録、パソコンの使用時間・PCロ

グ、メールの送受信履歴等から把握

した在社時間との間に著しい乖離

がある場合、実態調査を実施し、労

働時間の補正をするなどの措置を

講ずることとしている点に留意す

る必要があります。客観的記録と労

働時間との関係性について、図表２

のように整理できます。

　なお、労働時間の適正な把握は、

未払い賃金・サービス残業の発生防

止を目的としていることから、対象

労働者は、労基法第41条適用者（管

理監督者、監視断続労働者、高度プ

ロフェッショナル制度対象者等）お

よびみなし労働時間制対象者を除

く全ての労働者とされています。

 

 

　長時間労働やメンタルヘルス不

調により、健康リスクが高い状況に

ある労働者を見逃さないようにす

るため、医師による面接指導が確実

に実施されるよう労働者の健康管

理が強化され、労働時間の状況を把

握することが義務となりました（改

正労働安全衛生法）。

　「労働時間の状況の把握」とは、労

働者の健康確保措置を適切に実施

する観点から、労働者がいかなる時

間帯にどの程度の時間、労務を提供

し得る状態にあったかを把握する

ものとされています。なお、労働時

間の状況の把握は、健康管理を目的

としていることから、対象労働者

は、高度プロフェッショナル制度対

象者を除く全ての労働者（管理監督

者、みなし労働時間制対象者、派遣

労働者等を含む）とされています

（図表３）。

　クラウド上の勤怠管理システム

を利用した労働時間の把握・記録方

法が普及していますが、これらを利

用する場合でも、労働者がみずから

始業・終業時刻を入力する形式（自

己申告制）は、前述した例外的な方

法に該当しますので、ご留意くださ

い。昨今は、入退館記録やPCログと

連結し、当該記録を始業・終業時刻

とするシステムも登場しているよ

うです。

　現在、タイムカードを用いて打刻をさせていますが、打刻ルールを明確にしていないた
め、出勤時に打刻する者、業務開始時に打刻する者など、人により異なる状況です。この
度、勤怠システムの導入を検討していますが、システム導入時の留意点や労働時間管理に
おける使用者の責務について教えてください。

労働時間に関する規定

判例にみる労働時間の定義
労働時間の適正な把握とは

Question

企業に求められている
労働時間の把握・管理方法とは

　単に１日何時間働いたかを把握するだけでは足りず、使用者がみずから現認する、または客観的な記録を基
礎とするなどして、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があります。また、過重
労働による健康障害を防ぐための「労働時間の状況の把握」が求められています。
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労働基準法第32条（労働時間）
①使用者は、労働者に、休憩時間を除
き1週間について40時間を超えて、労
働させてはならない。
②使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き1日につい
て8時間を超えて、労働させてはなら
ない。
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労働時間の状況の把握とは
最後に

原則として労働時間となるもの

・営業所・事務所間の移動時間
・指定された制服・作業着への着替えの
時間
・参加義務の体操時間、清掃時間等の準
備時間
・業務命令で参加する研修時間（強制
参加）
・特殊健康診断の受診時間

原則として労働時間とならないもの

・出張先への移動時間（自宅～出張先、
出張先～自宅）
・ゴルフ・飲食等の接待時間
・懇親目的の飲み会の時間（歓送迎会、忘
年会等）
・自己啓発を目的とした研修時間（任意
参加）
・一般健康診断の受診時間

図表1　労働時間の取扱い

図表2　客観的記録と労働時間との関係性

労働との関係性が強まる要素記録の種類

パソコン

メール履歴

シフト表

・PCを使用しない業務はほとんどない
・作業開始時にログイン、終了時にログオフしている
・会社のデスクトップPCを利用している

・会社・事業場からのみメール送信が可能
・業務終了時に報告メールを送信するルール

・シフト以外の業務はほとんどない
・シフト以外の業務が発生した場合には、その都度シ
フト表に時刻等を記載している

図表3

一般労働者

……健康管理時間の把握義務（労基法41条の2）

労働時間の状況の把握の対象者（労働安全衛生法66条の8の3）

労働時間の適正な把握の対象者（ガイドライン）

固定（定時）勤務者

変形労働時間制対象者

みなし労働時間制対象者
（裁量労働制対象者等）

労基法41条適用者
（管理監督者等）

高度プロフェッショナル
制度対象者
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